
令和４年度

新型コロナウィルス
感染症予防対策

総務部



新型コロナウィルス感染症予防対策について

①基本的な感染対策の実施。

②３７.５度以上の発熱がある場合は登校しない。

③換気システム、サーキュレーターによる空気の循環。

④ワクチン接種の推奨。



感染症対策品の学内設置数

教室用アクリル板 ２，２６０枚

学食アクリル板 ３００枚

検温システム １１台

サーキュレーター設置数 ２６８台

教卓前スクリーン １２２台

教室アルコール設置数 ３７０個



学内設置の感染症対策

・検温システム

・手指消毒用アルコール

・抗菌マット



検温システム、消毒用アルコール





その他 スクリーン、注意喚起の掲示





教室の感染症対策

・手指消毒用アルコール設置

・サーキュレーター設置

・スクリーン設置

教室の様子







学食の感染症対策

・手指消毒用アルコール設置

・スクリーン設置

・席数間引き
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